
一
頁

○
厚
生
労
働
省
告
示
第
四
百
五
号

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
二
十
六
年
厚
生
労
働

省
令
第
四
号
）
第
二
条
の
規
定
の
施
行
に
伴
い
、
及
び
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（

昭
和
二
十
五
年
厚
生
省
令
第
三
十
一
号
）
第
十
五
条
の
二
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福

祉
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
十
五
条
の
二
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
研
修
を
次
の
よ
う
に

定
め
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
日

厚
生
労
働
大
臣

塩
崎

恭
久

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
十
五
条
の
二
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労

働
大
臣
が
定
め
る
研
修

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
厚
生
省
令
第
三
十
一
号
）
第
十
五
条

の
二
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
研
修
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
わ
れ
る
学

科
研
修
（
こ
れ
に
相
当
す
る
研
修
で
あ
っ
て
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
前
に
開
始
さ
れ
た
も
の
を
含
む
。
）
と
す
る
。

一

次
の
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
科
目
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
定
め
る
時
間
以
上
行
わ
れ
る
も

の
で
あ
る
こ
と
。

イ

精
神
保
健
医
療
福
祉
施
策
に
関
す
る
講
義

〇
・
五
時
間



二
頁

ロ

医
療
保
護
入
院
者
の
退
院
に
よ
る
地
域
に
お
け
る
生
活
へ
の
移
行
の
た
め
の
医
療
及
び
福
祉
の
連
携
に
関
す

る
講
義

一
時
間

ハ

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
三
号
。
ニ
に
お
い
て
「

法
」
と
い
う
。
）
第
三
十
三
条
の
四
に
規
定
す
る
退
院
後
生
活
環
境
相
談
員
（
ホ
に
お
い
て
「
退
院
後
生
活
環

境
相
談
員
」
と
い
う
。
）
の
業
務
に
関
す
る
講
義

一
時
間

ニ

医
療
機
関
に
お
け
る
多
職
種
連
携
並
び
に
法
第
三
十
三
条
の
五
に
規
定
す
る
地
域
援
助
事
業
者
及
び
行
政
と

の
連
携
に
関
す
る
講
義

一
・
五
時
間

ホ

退
院
後
生
活
環
境
相
談
員
の
業
務
に
関
す
る
演
習

二
時
間

二

前
号
の
研
修
を
適
切
に
行
う
た
め
に
必
要
な
能
力
を
有
す
る
講
師
に
よ
り
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三

前
二
号
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
研
修
の
実
施
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
は
、
厚
生
労
働
省
社
会
・
援
護
局
障
害

保
健
福
祉
部
長
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。


